
 

第３期障害福祉計画に係る精神障害者関係の目標値について 

（案） 

 
１ 現在の目標値 

○  現在の障害福祉計画においては、福祉施設の入所者の地域生活への移行、福祉施設

から一般就労への移行とならび、入院中の精神障害者の地域生活への移行に関して目

標値を設定することとしている。 

 

○  入院中の精神障害者の地域生活への移行については、具体的には、「平成２３年度末

までの退院可能精神障害者数の減少目標値（平成１４年度における退院可能精神障害

者数に基づき市町村及び都道府県が定める数）」を設定することとしている。 

 

○  この目標値は、患者調査における「退院可能精神障害者」は、抽象的で、医療機関

の主観によるものであるため、客観的に分析・評価することが難しく、平成２１年９

月の「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」報告書（以下「あり方検

討会報告書」という。）においても、「別の客観的な指標」が必要である旨が提言され

ていた。 

 

２ 第３期計画における基本的考え方 

○  上記の問題点があることを踏まえ、「退院可能精神障害者の減少」という現在の目標

値は、第３期計画では、定めないこととする。 

 

○  その上で、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」（平成２２年６

月２９日閣議決定）においては、「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する

退院支援や地域生活における医療、生活面の支援に係る体制の整備について、総合福

祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成２３年内にその結論を得る」

こととされており、「社会的入院」に関しては、さらなる取組が必要であることから、

精神科病院からの退院、地域移行を促進し、「社会的入院」の解消をさらに進めて行く

ため、退院のさらなる促進に関係する要素をより具体化、精緻化した着眼点を設定す

る必要がある。 

 

○  その際、医療計画に記載すべき疾病に新たに精神疾患が追加されることを踏まえ、

医療計画との連携・整合性という観点も含める必要がある。 

 

資 料２



３ 具体的な着眼点について（案） 

○  平成１６年の「改革ビジョン」以来、「退院可能精神障害者の減少」と並ぶ目標値と

して、 

① １年未満群の平均残存率に関する目標：２４％以下 

② １年以上群の退院率の目標：２９％以上 

   が設定され、「あり方検討会報告書」においても、この２つは、「今後も引き続き掲げ

るもの」とされている。 

 

○ 「急性期の入院期間をさらに短期化し入院長期化を防止すること」と、「長期入院者

の退院促進を進めること」を分けて考える考え方は、今後も維持すべきものと考えられ

ることから、「退院可能精神障害者の減少」に替わる目標値を検討するに当たっては、

１年未満群の平均残存率と、１年以上群の退院率をベースにすることとし、より具体

化・精緻化する着眼点を検討した。 

 

【１年未満群の平均残存率をベースにした着眼点】 

○ １年未満群の平均残存率は、病院における早期退院の取組等により、着実な減少傾向

にあり、平成２０年調査では２８．８％となっている。 

 

○  したがって、第３期計画においては、入院患者全体について、これまでの取組を引

き続き進めて行く観点から、１年未満の平均残存率を着眼点の一つとする。 

 

○  また、「平均残存率」については、より分かりやすい表現とするため、退院に着目し

た「平均退院率」を用いることとする。（平均残存率＋平均退院率＝１００％） 

 

○  なお、認知症については、「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」

（第２Ｒ）にて検討中。 

 

【１年以上群の退院率をベースにした着眼点】 

○  １年以上群は、 

・  退院率としては、２２％前後と上昇が見られないものの、 

・  ６５歳未満の患者数を見ると、「１年以上５年未満」「５年以上」のいずれの入院

期間別の数とも、大きく減少している。 

・  一方で、６５歳以上の患者数を見ると、「１年以上５年未満」「５年以上」のいず

れの入院期間別の数とも、増加傾向にある。 

 



○  ６５歳未満の１年以上入院者数が減少しているのは、退院に向けた病院の取組の進

展や、障害福祉サービスの充実、精神障害者地域移行・地域定着支援事業の取組など

が背景となっているものと考えられる。 

 

○  一方、６５歳以上の１年以上入院者数が増加しているのは、 

・  １年以上５年未満の入院者数の増加は、認知症患者の増加による影響が大きい一

方で、 

・  ５年以上の入院者数の増加は、長期入院している統合失調症の入院患者が退院に

結びつきにくいことが影響していると考えられ、入院期間により、背景が異なって

いる。 

 

○  こうしたことから、今後の目標の設定に当たっては、これまで取組が必ずしも進ん

でおらず、精神科病院における処遇面でも大きな課題のひとつであると考えられる長

期・高齢の精神障害者（主として統合失調症患者）について、できる限り退院を促進

する観点から、「５年以上かつ６５歳以上の退院者数」を着眼点の一つとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考） 

 

 都道府県に対しては、各着眼点に関する目標値を定める参考として、以下の指標を提示す

る。都道府県は、以下の指標を踏まえ、それぞれの実情に応じて、適切な目標値を定める。 

 

（１） １年未満入院者の平均退院率 

○  直近調査（平成２０年６月３０日調査）における平均退院率の全国平均は７１．２％

であり、それを目標値である７６％にするためには、平成２０年６月３０日調査時点

の割合比で７％相当分増加させる必要があることから、「平成２６年度（※１）における

平均退院率を、平成２０年６月３０日調査比で７％相当分増加させる」ことを、目標

設定に当たっての指標とする。 
（※１）平成２６年度の状況は、平成２７年６月３０日調査で把握。 
（※２）なお、入院期間は、患者の状況（初発・再発の別、発症から治療開始までの期間、疾患

の種別など）により異なるので、各都道府県において平均退院率を把握し、目標を検討す

る場合には、その点にも留意する必要がある。 

 

（２） ５年以上かつ６５歳以上の退院者数 

○  ５年以上かつ６５歳以上の入院患者数は、平均１，３００人程度増加（平成１２～

２０年の６月３０日調査の平均）しており、毎年度の退院者数が８～９千人（患者調

査から推計）であることを踏まえると、５年以上かつ６５歳以上の入院患者数を増や

さないようにする（又は減少に転じさせる）ためには、退院者数を現行より約２０％

増やすことが必要となる。 

 このため、「平成２６年度（※１）における５年以上かつ６５歳以上の退院者数を、直

近の状況（※２）よりも２０％増加させる」ことを、目標設定に当たっての指標とする。 
（※１）平成２６年度の状況は、平成２７年６月３０日調査で把握。 
（※２）５年以上かつ６５歳以上の退院者数は、現在の６月３０日調査では把握していないため、

直近の状況は、各都道府県において追加の調査を行う等により把握することとし、平成２

４年６月３０日調査以降は、調査項目に追加することとする。 
（※３）各地域において、長期・高齢の精神障害者の地域移行を進めていくには、居住の場や障

害福祉サービスを含めた受け皿の確保が必要であり、自立支援協議会での検討等を通じて

サービス基盤を整備していくことが、より一層求められる。 

 

※ 認知症については、「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」 

（第２Ｒ）にて検討中。 



第３期障害福祉計画（都道府県）における

病院からの退院に関する明確な目標値の設定病院からの退院に関する明確な目標値の設定

○ 精神科病院からの退院、地域移行を促進し、社会的入院の解
消をさらに進めていくため、退院のさらなる促進に関係する要素を
より具体化 精緻化した着眼点を設定するより具体化、精緻化した着眼点を設定する。

【着眼点１】 １年未満入院者の平均退院率
→ 改革ビジョン以来の目標値（７６％）を達成するためには 現在より７％相当分引き上げることが必→ 改革ビジョン以来の目標値（７６％）を達成するためには、現在より７％相当分引き上げることが必

要であり、「平成２６年度における平均退院率を、現在より７％相当分増加させる」ことを指標とする。

【着眼点２】 ５年以上かつ６５歳以上の退院者数【着眼点２】 ５年以上かつ６５歳以上の退院者数
→ ５年以上かつ６５歳以上の入院患者数を増やさないようにするためには、退院者数を現行より約

２０％増やすことが必要であり、第３期計画期間では「平成２６年度における５年以上かつ６５歳以上
の退院者数を、現在よりも２０％増加させる」ことを指標とする。

※ 認知症に関しては、「新たな地域精神保健医療体制の構築に向け
た検討チーム」（第２Ｒ）にて検討中。



着眼点設定の考え方①

○ 平成１６年の「改革ビジョン」における目標値である、①１年未満群の平均残存率に関する目標
（２４％以下）、②１年以上群の退院率目標（２９％以上）をベースとして、より具体化、精緻化する着眼
点を設定。

率【１年未満群の平均残存率をベースにした着眼点】

○ １年未満群の平均残存率は、平成２０年調査で２８．８％と着実な減少傾向にあり、これまでの取組を
引き続き進めていく観点から、「１年未満の平均残存率」を着眼点とする。

（※）なお、「平均残存率」については、患者・病院いずれにもネガティブな表現であり見直すべきとの指摘も多いことから、より分かりや

すい表現とするため、退院に着目した「平均退院率」を用いる。（平均残存率＋平均退院率＝１００％）

○ その中で、特に、認知症患者については、「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チー
ム （第２Ｒ）に 検討中ム」（第２Ｒ）にて検討中。

【１年以上群の退院率をベースにした着眼点】

○ １年以上群は ６５歳未満の患者数は大きく減少する 方 ６５歳以上の患者数は増加 また ６５歳○ １年以上群は、６５歳未満の患者数は大きく減少する一方、６５歳以上の患者数は増加。また、６５歳
以上の中で、１年以上５年未満の患者数の増加は、認知症患者の増加の影響が大きい一方、５年以上
の患者数の増加は、長期入院している統合失調症の入院患者が退院に結びつきにくいことが影響。

○ したが て ６５歳以上の患者数に着目し そのうち これまで取組が必ずしも進んでおらず 精神科病○ したがって、６５歳以上の患者数に着目し、そのうち、これまで取組が必ずしも進んでおらず、精神科病
院における処遇面でも大きな課題のひとつであると考えられる長期・高齢の精神障害者（主として統合
失調症患者）について、できる限り退院を促進する観点から、「５年以上かつ６５歳以上の退院者数」を
着眼点とする。着眼点 す 。



着眼点設定の考え方②

○ 都道府県に対しては、各着眼点に関する目標値を定める参考として、以下の指標を提示する。都道

着眼点設定の考え方②

府県は、以下の指標を踏まえ、それぞれの実情に応じて、適切な目標値を定める。

【着眼点１】 １年未満入院者の平均退院率

○ 直近調査（平成２０年６月３０日調査）における平均退院率の全国平均は７１ ２％であり それを○ 直近調査（平成２０年６月３０日調査）における平均退院率の全国平均は７１．２％であり、それを
目標値である７６％にするためには、平成２０年６月３０日調査時点の割合比で７％相当分増加させ
る必要があることから、「平成２６年度における平均退院率を、平成２０年６月３０日調査比で７％相
当分増加させる」ことを、目標設定に当たっての指標とする。

【着眼点２】５年以上かつ６５歳以上の退院者数

○ ５年以上かつ６５歳以上の入院患者数は、平均１，３００人程度増加（平成１２～２０年の６月３０日
調査の平均）しており、毎年度の退院者数が８～９千人（患者調査から推計）であることを踏まえると、
５年以上かつ６５歳以上の入院患者数を増やさないようにする（又は減少に転じさせる）ためには、退
院者数を現行より約２０％増やすことが必要となる。
このため 「平成２６年度における５年以上かつ６５歳以上の退院者数を 直近の状況よりも２０％このため、「平成２６年度における５年以上かつ６５歳以上の退院者数を、直近の状況よりも２０％

増加させる」ことを、目標設定に当たっての指標とする。



１年未満の平均退院率について

新規入院患者のうち、入院後１年までの各月の退院者の割合を平均した割合
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高齢入院患者地域支援事業について

【現状】【現状】
・ ６５歳以上の入院患者が４５．４％、うち５年以上の入院患者は３９．７％（平成１９年精神・障害保健課調べ）

※５年以上かつ６５歳以上の入院患者の多くは、統合失調症患者。
・ 高齢精神障害者に特化した退院支援に向けた専属の職員や専門部署が設置されている病院は少
なく、病院独自の取組に委ねられてきた。

・ 高齢精神障害者の場合、入院期間の長期化等や高齢化による生活機能や意欲の低下から、退院
に向けた支援に時間や人手を要する場合が多い。

◆高齢入院患者地域支援事業（平成２４年度概算要求）
・ 平成２４年度概算要求において、精神障害者地域移行・地域定着支援事業のメニューとして、長期
高齢 院患者 対 院内 専 職種と地域 関係者が とな 院 向 た包括的な支高齢の入院患者に対して、院内の専門職種と地域の関係者がチームとなり、退院に向けた包括的な支
援プログラムを実施し、地域移行を目指すための事業を新設

（精神科病院）

想定されるチーム構成
院内のチームが、退院に向けた
意欲の喚起、環境調整等を実施

自宅等

相談支援専門員

退院支援員

地域移行支援
を活用するなど
して 退院へ

病院内の多職種
介護支援専門員

して、退院へ



医療計画及び介護保険事業計画との関係

【着眼点】

【地域精神保健医療体制の整備】

障害福祉計画 医療計画介護保険計画

精神疾患がいわゆる「４疾病」に追【着眼点】
①１年未満入院者の平均退院率
②５年以上かつ６５歳以上の入院
患者の退院者数

都
道
府

両計画が相互
に関係し、精神
科医療に関す
る体制を構築

精神疾患がいわゆる「４疾病」に追
加されることを受け、障害福祉計画
の目標も踏まえつつ、地域精神保
健医療体制の構築に向けた体制
作りについて記載

※認知症に関しては、検討中

【精神病床の基準病床数】

府
県

る体制を構築 作りについて記載
→23年内に作成指針等を示し、
24年度に策定、25年度施行

【精神病床 準病床数】

１年未満群の平均残存率の低
下、１年以上群の退院率の向上を
目指す算定式で算定（18年4月~）

市町村計画の
サービス見込
量の積み上げ

退院者数と地域移
行支援等の見込量
を推計

地域移行支援事業のサ ビス見※精神科病院から退院する

介護保険計画

★精神科病院に入院している認知症患者について・地域移行支援事業のサービス見
込量に反映

・さらに、障害福祉サービスや地
域定着支援事業のサービス見

※精神科病院から退院する
認知症患者数が把握でき
る場合、

・必要なサービス見
込み量の中に盛り

市
町
村

★精神科病院に入院している認知症患者について
は、「退院支援・地域連携クリティカルパス」の開
発・試行・普及を通じて、介護保険事業計画への
反映方法（例えば、都道府県とも連携しながら、精
神科病院から退院する認知症患者の数を把握す
る方法や必要なサービス量を見込む方法等）を検

込量に反映
込み量の中に盛り
込む。

る方法や必要なサービス量を見込む方法等）を検
討し、各自治体における第６期介護保険事業計画
以降のサービス見込み量の算定につなげていく。



第３期障害福祉計画に係る計画相談支援（サービス利用支援・継続サービス利用支援）
の利用者数の算定に当たっての基本的な考え方について

計画相談支援（サービス利用支援・継続サービス利用支援）の利用者数については、以下の考え方を踏まえ、
算定すること。

１ 計画相談支援の利用者数は 施行後３年間で計画的に 障害福祉サ ビス又は地域相談支援を利用するす１ 計画相談支援の利用者数は、施行後３年間で計画的に、障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するす
べての障害者又は障害児の人数が対象となるように見込むこと。

２ 新規利用者、現行のサービス利用計画作成費の支給対象者、施設入所者、その他市町村長が必要と認める
者を優先して拡大すること。
※ 現行のサ ビス利用計画作成費の支給対象者※ 現行のサービス利用計画作成費の支給対象者
① 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
② 単身世帯の者等、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
③ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることが著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきり
の状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者（ただし、重度障害者等包括支援の
支給決定を受けていない者に限る。）

３ 現状の相談支援専門員数や今後の相談支援専門員数の増加見込みを考慮して利用者数を計画的に拡大する
こと。

４ 指定特定相談支援事業者の業務量を考慮し、月ごとの利用者数ができる限り平準化するように見込むこと。
障害福祉計画における継続サ ビ 利用支援（ タリ グ）に は 以 タリ グ期間と対５ 障害福祉計画における継続サービス利用支援（モニタリング）については、以下のモニタリング期間と対

象者数を参考に利用者数を算定する。

※ 当該モニタリング期間については障害福祉計画の見込量の算定に当たって参考として示したものであり、実際の制度の
運用に当たっては、モニタリング期間の設定に当たっての標準や勘案事項等を踏まえ、例えば、2ヶ月や3ヶ月ごとの実施
なども含め、個々の利用者の実情に応じて定めることとなることに留意すること。

（１）在宅の障害福祉サービス利用者
① 現行のサービス利用計画作成費の対象者等（１割程度見込む）→ 毎月実施
② ①以外の者（９割程度見込む） → ６ヶ月ごとに１回実施② ①以外の者（ 割程度見込む） ヶ月 とに 回実施

（２）施設入所者 → １年ごとに１回実施

資
料

３



入院中の精神障害者の地域相談支援及び障害福祉サービス見込量の算定方法

○ 市町村は、入院中の精神障害者について十分な情報を把握することが困難なこと等から、入院中の精神障害者に必要
となる地域相談支援及び障害福祉サービスの見込量の算定が困難。

○ このため、まずは、都道府県において、地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）及び障害福祉サービスの利用者
数を推計 れを踏ま 市 村が 込量を算定する ととする数を推計し、これを踏まえて市町村が見込量を算定することとする。

【推計方法の例】

① 地域移行支援の利用者数については、長期に入院していることから支援の必要性が相対的に高いと見込まれる１年① 地域移行支援の利用者数に ては、長期に入院して る とから支援の必要性が相対的に高 と見込まれる 年
以上の入院者を中心に見込む。

例えば、都道府県において着眼点を勘案して推計した１年以上入院者の退院者数のうち、「前年度実績を上回る人
数」を勘案して利用者数を見込むとともに、１年未満入院者のうち特に支援が必要な者を見込む。

※ 平成22年度精神障害者地域移行支援特別対策事業の実施状況 支援対象者2,272人 内退院者790人（34.8％）平成 年度精神障害者 域移行支援特別対策事業 実 状況 支援対象者 , 人 内退院者 人（ ％）

※ 福祉施設入所者に係る地域移行支援の利用者数は、１年以上入所しているか否かに関わらず見込むことに留意。

② 地域定着支援及び障害福祉サービスの利用者数については、退院者の退院先の状況の実績等を勘案し、都道府県
において着眼点を勘案して推計した退院者数を踏まえ、利用者数を見込む。

（参考）平成20年6月退院患者数（精神保健福祉資料より）（参考）平成20年6月退院患者数（精神保健福祉資料より）
・1年以上入院者 3,829人(家庭復帰等877人、グループホーム・ケアホーム・社会復帰施設等350人、高齢者福祉施設

278人、転院1,536人、死亡737人、その他51人）
・1年未満入院者26,621人(家庭復帰等19,990人、グループホーム・ケアホーム・社会復帰施設等1,193人、 高齢者福

祉施設1,071人、転院3,351人、死亡778人、その他238人）

③ 地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）及び障害福祉サービスの利用者数の見込みについて、市町村別の精
神障害者保健福祉手帳、自立支援医療の取得状況、入院患者数などを勘案して市町村ごとに按分。
※ 都道府県が、県内の精神科病院に入院時の住所地である市町村別の数等の調査を行い、按分する方法も考えられる。

市町村が地域相談支援及び障害福祉サービスの見込量算定に反映
※市町村において、保健師の活動等により精神科病院の入院患者の状況を把握している場合は当該数値を基に見込む方法もあり

市町村に提示



第３期障害福祉計画に係る中間報告について

１ 第３期障害福祉計画の数値目標・サービス見込量について中間報告を行います。

省 送 様 事

２ 別途、厚生労働省から中間報告を依頼します。

３ 報告にあたっては、厚生労働省から送付される中間報告様式に所定事項を入力し、
報告して下さい。
※参考資料として、今までお示ししてきた数値目標の考え方や同行援護・相談支援の見込方を添付しますので、
ご活用下さいご活用下さい。

４ 報告いただいた数値を都道府県別に集計し、その結果を都道府県あてにお知らせし
ますので、これらを参考資料の1つとして第3期障害福祉計画の策定を進めて下さい。

①中間報告で報告いただいた数値については 現段階のものであり 今後 数値に変動があっても構いません

【留意事項】
①中間報告で報告いただいた数値については、現段階のものであり、今後、数値に変動があっても構いません。
②都道府県単位の報告ですので、市町村ごとの内訳等を添付していただく必要はありません。

資
料
４



【都道府県の担当者連絡先】

都道府県名
担当課・係名
担当者名
ＴＥＬ／ＦＡＸ
e-mail

１．施設入所者の地域生活への移行

平成17年10月1日時点
の入所者数（A）

平成26年度末の
入所者数（B）

【目標値】
削減見込(A-B）

【目標値】
地域生活移行者数

　（人） （人） （人） （人）

２．精神障害者関係の目標値

平成20年度 平成26年度 平成20年度 平成26年度

（％） （％） （人） （人）

３．福祉施設から一般就労への移行
平成17年度の
一般就労移行者数

【目標値】平成26年度の
一般就労移行者数

　（人） 　（人）

４．就労移行支援事業の利用者数

平成26年度末の
福祉施設利用者数

【目標値】平成26年度末

の就労移行支援事業の
利用者数

（人） （人）

５．就労継続支援（A型）事業の利用者の割合

平成26年度末の
就労継続支援（Ａ型）事
業の利用者　（Ａ）

平成26年度末の
就労継続支援（Ｂ型）事
業の利用者

平成26年度末の
就労継続支援（Ａ型+Ｂ
型）事業の利用者　（Ｂ）

【目標値】平成26年度末

の就労継続支援（Ａ型)
事業の利用者の割合

（Ａ）／（Ｂ）

（人） （人） （人） （％）

６．労働施策に関する数値目標

【目標値】公共職業安定
所経由による福祉施設

利用者の就職者

【目標値】障害者の態様
に応じた多様な委託訓

練事業の受講者

【目標値】障害者施行雇
用事業の開始者

【目標値】職場適応援助
者による支援の対象者

【目標値】障害者就業・
生活支援センター事業

の支援対象者

【目標値】障害者就業・
生活支援センターの

設置

（人） （人） （人） （人） （人） (ヶ所)

【着眼点①】1年未満入院者の平均退院率 【着眼点②】5年以上かつ65歳以上の退院者数

第3期障害福祉計画中間報告様式（数値目標）



都道府県名

○訪問系サービス

時間 時間 時間

人 人 人

○日中活動系サービス

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

人 人 人

人日分 人日分 人日分

人 人 人

○居住系サービス

人 人 人

人 人 人

○相談支援

人 人 人

人 人 人

人 人 人

共同生活援助
共同生活介護

人 人 人 人

定員数

平成24年度

第3期障害福祉計画中間報告様式（サービス見込量・整備見込量）

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援

平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成25年度 平成26年度

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

平成22年度

○整備見込量

（実績） （見込） （見込） （見込）

種類 定員数 定員数 定員数

平成25年度 平成26年度

種類

療養介護

短期入所

種類

種類

種類

共同生活援助
共同生活介護

施設入所支援

就労継続支援（Ｂ型）

生活介護

平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成24年度



（参
考
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入院中の精神障害者の地域生活への移行

（案）
　都道府県に対しては、各着眼点に関する目標値を定める参考として、以下の指標を提示する。都道府県は、以下の指標を踏まえ、それぞれの実情に応じて、適切な目
標値を定める。

基本指針に定める数値目標

標値を定める。

【着眼点①】1年未満入院者の平均退院率
　指標：平成26年度における平均退院率を、平成20年6月30日調査比で7％相当分増加させる。
【着眼点②】5年以上かつ65歳以上の退院者数
　指標：平成26年度における5年以上かつ65歳以上の退院者数を、直近の状況よりも20％増加させる。

　　（都道府県において設定）

項目 平成20年度 平成26年度 考え方

目標値の設定

【着眼点①】１年未満入院者の平均退院率 ％ ％

【着眼点②】5年以上かつ65歳以上の退院
者数

人 人

平成20年6月30日時点を基準とし、平成27年6月30日時点における平均
退院率を定める。

直近の状況を基準とし、平成27年6月30日時点における退院者数を定め
る。者数 る。



福祉施設から一般就労への移行

基本指針 定める数値 標等（案）

（案）
福祉施設の利用者のうち 就労移行支援事業等を通じて 平成26年度中に一般就労に移行する者の数値目標を設定する

基本指針に定める数値目標等（案）

　　福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成26年度中に 般就労に移行する者の数値目標を設定する。
　　目標の設定に当たっては、平成17年度の一般就労への移行実績の4倍以上とすることを基本として、これまでの実績及び地域の実情を
　踏まえて設定。

目標値の設定 　　（都道府県・市町村において設定）

項　目 考え方数　値

数値目値の設定

平成17年度の
一般就労移行者数

人 ○平成17年度において福祉施設を退所し、一般就労した者の数

人【目標値】平成26年度の
○平成26年度において福祉施設を退所し 般就労する者の数

（倍）

【 標 】 度
一般就労移行者数

○平成26年度において福祉施設を退所し、一般就労する者の数



就労移行支援事業の利用者数

基本指針に定める数値目標等（案）

基本指針

（案）
成 年度 福 施 者 割 者が就労 援事業を す を基 実績 び

基本指針に定める数値目標等（案）

　　平成26年度末における福祉施設の利用者のうち、2割以上の者が就労移行支援事業を利用することを基本として、これまでの実績及び
　地域の実情を踏まえて設定。

　　（都道府県・市町村において設定）

項　目 考え方数　値

数値目標の設定

平成26年度末の
福祉施設利用者数

人 ○平成26年度末において福祉施設を利用する者の数

人【目標値】平成26年度末の
○平成26年度末において就労移行支援事業を利用する者の数

（％）就労移行支援事業の利用者数
○平成26年度末において就労移行支援事業を利用する者の数



就労継続支援（Ａ型）事業の利用者の割合就労継続支援（Ａ型）事業の利用者の割合

基本指針に定める数値目標等（案）

（案）
　　平成26年度末において、就労継続支援事業の利用者のうち、3割は就労継続支援（A型）事業を利用することを基本として、これまでの実績
　及び地域の実情を踏まえて設定。

　　（都道府県・市町村において設定）
数値目標の設定

（都 府県 市 設定）

項　目 考え方

平成26年度末の
就労継続支援（Ａ型）事業 人 ○平成26年度末において就労継続支援（A型）事業を利用する者の数

数　値

就労継続支援（Ａ型）事業
の利用者　（Ａ）

人 ○平成26年度末において就労継続支援（A型）事業を利用する者の数

平成26年度末の
就労継続支援（Ｂ型）事業

の利用者
人 ○平成26年度末において就労継続支援（B型）事業を利用する者の数

平成26年度末の平成26年度末の
就労継続支援（Ａ型＋Ｂ型）事業

の利用者　（Ｂ）
人 ○平成26年度末において就労継続支援（Ａ型＋Ｂ型）事業を利用する者の数

【目標値】平成26年度末の
就労継続支援（Ａ型）事業の
利用者の割合 （Ａ）／（Ｂ）

％
○平成26年度末において就労継続支援事業を利用する者のうち、就労継続
　 支援（A型）事業を利用する者の割合

利用者の割合　（Ａ）／（Ｂ）



○地域生活移行者とは、長期入所が常態化していると考えられる施設（身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設（入所）、知
的障害者授産施設（入所）、精神障害者入所授産施設）に入所している者の中で地域生活へ移行した者(但し、身体障害者更生施設、精神障害者生活

留意事項

○平成17年度時点の福祉施設とは 次の施設をいう。

訓練施設の入所者の中で長期入所が常態化していると各自治体が判断する場合には、当該入所者が地域生活に移行すれば対象に含むものとする。)
をいう。（平成１８年１２月２８日事務連絡「障害福祉計画の作成に係るQ＆Ａについて」）

○一般就労した者とは、一般企業等に就職した者（就労継続支援（Ａ型）及び福祉工場の利用者となった者を除く）、在宅就労した者及び自ら起業した者
をいう。

○平成17年度時点の福祉施設とは、次の施設をいう。

　（身体障害者施設）更生施設、療護施設、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

　（知的障害者施設）更生施設（入所、通所）、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

　（精神障害者施設）生活訓練施設、授産施設（入所、通所）、福祉工場、小規模通所授産施設

また 上記で示した旧体系のほか 新体系での移行先として次の施設が考えられる

　生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）

　（平成２０年１２月２２日事務連絡「障害福祉計画の作成に係るQ＆Ａ（３）について」）

　また、上記で示した旧体系のほか、新体系での移行先として次の施設が考えられる。



基本指針

【目標値】公共職業安定所経由による福祉施設利用者の就職件数

基本指針に定める数値目標等（案）

【目標値】公共職業安定所経由による福祉施設利用者の就職件数
　平成26年度において、福祉施設から一般就労への移行を希望するすべての者が公共職業安定所の支援を受けて就職できる体制づくりを行う。

【目標値】障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数
　平成26年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者がその態様に応じた多様な委託訓練を受講することができるよう、その受講者の数値目標を
設定する。<目安：福祉施設から一般就労へ移行する者のうち3割が障害者の態様に応じた多様な委託訓練を受講することを目指す。>

【目標値】障害者試行雇用事業の開始者数
　平成26年度において、障害者試行雇用事業について、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、当該事業を活用することが必要な者が活用できるよう、その開始者の
数値目標を設定する。〈目安：福祉施設から一般就労へ移行する者のうち5割が障害者試行雇用事業の開始者となることを目指す。〉

【目標値】職場適応援助者による支援の対象者数
　平成26年度において、職場適応援助者による支援について、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者が支援を受けられるよう、その数値目標を設定する。
〈目安：福祉施設から一般就労へ移行する者のうち5割が職場適応援助者の支援を受けられるようにすることを目指す 〉〈目安：福祉施設から一般就労へ移行する者のうち5割が職場適応援助者の支援を受けられるようにすることを目指す。〉

【目標値】障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数等
　平成26年度において、福祉施設から一般就労に移行するすべての者が、就労移行支援事業者と連携した障害者就業・生活支援センターによる支援を受けることができる
ようにすることを目指す。これらを含め、地域における就業面及び生活面における一体的な支援をより一層推進するため、障害者就業・生活支援センターを拡充し、中長期的
には、すべての圏域に１ヶ所ずつ設置することを目指す。

　　（都道府県ごとに直近の状況を把握、分析し、労働関係部局と十分に協議の上、目標値を設定）

項　目 考え方（案）

【目標値】公共職業安定所経由によ

数　値

目標値の設定

【目標値】公共職業安定所経由によ
る福祉施設利用者の就職者

人 ○平成26年度において公共職業安定所の支援を受けて福祉施設から一般就労へ移行する者

【目標値】障害者の態様に応じた多
様な委託訓練事業の受講者

人 ○平成26年度において福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、障害者委託訓練の受講者

【目標値】障害者試行雇用事業の
人 ○平成26年度において福祉施設から一般就労へ移行する者のうち 障害者試行雇用事業の開始者

【目標値】障害者就業・生活支援セ
ンター事業の支援対象者

人
○平成26年度において福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、障害者就業・生活支援センター事業の
支援対象者

【目標値】職場適応援助者による支
援の対象者

人 ○平成26年度において福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、職場適応援助者支援の利用者

開始者
人 ○平成26年度において福祉施設から 般就労へ移行する者のうち、障害者試行雇用事業の開始者

【目標値】障害者就業・生活支援セ
ンターの設置

か所 ○平成26年度における障害者就業・生活支援センターの設置か所数



訪問系サービス

サービス種別 基本指針におけるサービス量の見込方（案） サービス量の考え方と単位

○月間の利用人数を推計し、それらの者に必要なサービス提供量を定める。
現に利用している者の数(略)等を勘案して 利用者数及び量

同行援護及び相談支援のサービス量の見込方（案）

※５つのサービスを一体として設定することも可能。

○単位

サービス見込量の単位は「時間分」とし、利用者数の見込は「人」とする。

○居宅介護
○重度訪問介護
○同行援護
○行動援護
○重度障害者等包括支援

　現に利用している者の数(略)等を勘案して、利用者数及び量
の見込みを定める。

　なお、同行援護については、地域生活支援事業（移動支援事
業）の利用者のうち、重度の視覚障害者数や障害者等のニーズ
等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。

相談支援

サービス種別 基本指針におけるサービス量の見込方（案） サービス量の考え方と単位

○月間のサービス利用支援及び継続サービス利用支援の利用人数を推計する。

○単位○計画相談支援

　障害福祉サービス及び地域相談支援（地域移行支援・地域定
着支援）の利用者数等を勘案し、原則として３年間で計画的に

○単位

　利用者数及び量の見込は「人」とする。

○月間の利用人数を推計する。

○単位

○計画相談支援
全ての障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者を計画相
談支援の対象として、利用者数及び量を見込むこと。

○地域移行支援

　福祉施設の入所者及び入院中の精神障害者の人数や地域生
活への移行者数等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定
める。

○単位

　利用者数及び量の見込は「人」とする。

○月間の利用人数を推計する。

　地域における単身の障害者や家庭の状況等により同居してい

○地域移行支援
める。
※地域移行支援については、入所又は入院前の居住地を有す
る市町村が実施主体となるため、入院又は入所前の居住地の
市町村が、対象者数及び量を見込むこと。

○単位

　利用者数及び量の見込は「人」とする。

○地域定着支援 る家族による支援を受けられない障害者の人数、地域生活への
移行者数等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。




